
　検討項目についての考え方

その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

⑦予特・決
特での大部
局の審査日
程の拡大（２
日間）

・審査日程の拡
大を検討すべ
き。例えば総括
質疑を，第１分
科会から第３分
科会のそれぞれ
で総括質疑を行
う。

・現行通り。 ・わが会派として
通年議会を主張
しているのも，ま
さに必要に応じ
て審議時間を設
定できるためで
あり，まずは全
体の時間枠を増
やすためにも，
通年議会に賛同
頂きたい。

・議会のチェック
機能をより発揮
するためにも，
審議時間は十分
確保する必要が
ある。特に保健
福祉局は，市民
生活に直結する
施策も多く，関
心も極めて高く
なっている。この
市民の声に答え
るためにも，二
日間の審査時間
を確保すること
が必要だと考え
る。

・あらかじめ審議
日程は2日確保
しておき，取り扱
う議案数，請願・
陳情の数で1日
で行なうか２日
に分けるか決定
してはどうか？

・現状通りで了と
する。

・特に保健福祉
局は２日間で開
催すべき。

・異議なし。 ・予算・決算も常
任委員会で審査
すべきであり，
常任委員会で局
別に日程を設け
るべきであると
考える。

⑧常任委員
会の開催日
数の増

・一日１局の審
査とする。これに
より職員が委員
会室の外で前の
局の審査が終わ
るのをしばらく
待っている状況
が改善される。
その時は，総務
財政委員会は局
の組み合わせの
配慮が必要。

・現行通りの考
え方であるが，
今後の２会期制
の導入後に自ず
と増えるので
は。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり（平成23年
3月11日）
⇒常任委員会
は，少なくとも月
１回開催し，実
地視察やあらか
じめ決めたテー
マに関する調
査・審査も行う。

・必要だが，すで
に毎月開催と
なっているので，
後は市民からの
陳情，委員から
の要望等があれ
ば協議して，開
催すればいいの
ではないか。

・協議事項を探
してまで開催す
る必要はないと
考える。しかしな
がら現在の外特
委の審査を常任
委員会で審査す
るとなるとそれ
に伴い増となる
と考える。

・各常任委員会
に任せる。

・増やす方向で
検討。

・異議なし。 ・平成23年３月
の市会運営委員
会で，改選期よ
り少なくとも月１
回開催が確認さ
れており，そのと
おりでよい。

優先検討項目

１．　執行機関に対す
るチェック機能の強化

委員会活動の活性
化

その他

別紙１
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑨常任委員
会資料の１
週間前配布

・できるだけ１週
間前までに配布
するようにすべ
き。

　
・現行通り。 ・市会運営委員

会の検討結果の
とおり
⇒常任委員会資
料については，
現行の３日前の
配付で特に不都
合はなく，現状
どおりでよい（平
成21年9月7
日）。
⇒「３日前」ルー
ルを「３開庁日
前」に統一する
（平成23年3月
11日）。

・委員会の活性
化等も，今回の
市会改革で議論
された。委員会
での議論を活発
化させるために
も，事前調査は
欠かせない。そ
のためにも，関
係資料は，一週
間前には配布さ
れる必要がある
と考える。

・努力していただ
きたい。できれ
ば電子化した
データで。

・特に必要なし。 ・審議に当たり，
事前の現地視察
や聞き取りが必
要な場合もある
ため，１週間前
配布は実施すべ
き。

・異議なし。 ・改選期より，３
開庁日前の配布
に改善されてお
り，現状で可。

⑩外特委の
審査対象の
拡大（出資
比率25％以
上）

・拡大すべき。そ
れにより審査対
象数がかなり増
えるのであれ
ば，外特委の在
り方も検討すべ
き。

・出資比率25%
以上の団体につ
いても対象とす
べき。

・政令改正の趣
旨に則り，対象
拡大を行うこと
は問題ない。た
だし，団体によっ
ては，どこまで
審査の実効性が
あるか検証する
必要がある。

・市の財政を考
えるとき，外郭
団体の経営状況
も把握し，議論
する必要があ
る。昨年末の地
方自治法施行令
の一部改正によ
り，長の調査権
及び議会報告対
象が「4分の１以
上2分の１未満
を出資している
法人等のうち条
例で定めるも
の」にまで拡大
されており，世
論の関心も高い
中，審査対象も
拡大すべきと考
える。

・外特委の審査
対象を出資比率
50％未満に，現
在外特委の審査
対象となってい
る外郭団体を常
任委員会で審査
してはどうか。

・特に必要なし。 ・議会の監視機
能を強めるため
にも基本的に拡
大すべき。

・原則的に現行
通りでよい。　問
題がある場合は
常任委員会など
で質疑。

・日程的に無理
が生じ，審査が
十分でなくなる
おそれがある。
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑫議員控室
への音声放
送

・映像放映が可
能なので，必要
ない。

・本会議につい
ては，議員団室
及び全庁舎内に
おいてモニター，
音声の対応をし
ていく。各部局
の方にも審議内
容を直接見ても
らうことが重要で
ある。

・映像放映が可
能となったので，
解決済み。

・議会での，全
議員の質疑や本
会議，予算・決
算特別委員会で
の審査の進行状
況もわかるな
ど，利便性の向
上につながるた
め，実行すべき
と考える。

・あるに越したこ
とはない。U-
streamやイン
ターネットライブ
カメラ・マイクを
活用してはどう
か。

・映像放映が可
能なので，特に
必要なし。

・実施すべき。 ・少数会派として
は特に必要性を
感じないが，実
施の場合はライ
ンを引いてほし
い。

・出席又は傍聴
が可能なので，
現状のままで
可。また，機器
調整で対応して
いただけるのは
ありがたい。

⑬液晶プロ
ジェクターの
設置（当局
説明と議員
質問の説明
補助具）

・対面型の発言
席を設置するの
であれば必要。

・将来的に導入
を検討すべき。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり(平成21年
9月7日）。
⇒液晶プロジェ
クターについて
は，設置費用が
かかるだけでな
く，委員会室の
レイアウトや運
営面で不便が生
じる面もある。ま
た，その内容が
委員会記録に残
らないという問
題もあり，適当
ではない。

・プロジェクター
等の利用はすで
に，社会的には
ごく一般的に行
われている。議
会は，こうした分
野では一歩遅れ
ていると感じる。
もっと積極的に
活用すべきと考
える。

・望ましい。 ・経費の節約が
優先するので
は？

・実施すべき。 ・設備面からみ
て，将来のペー
パーレス化へ向
け「iPad」導入な
どを検討するほ
うがベター。

・設置費用や委
員会記録に残ら
ないという課題
を解決すること
が必要であり，
設置はいらな
い。

その他
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑭議場での
大型モニ
ターの設置

・対面型の発言
席を設置するの
であれば必要。

・現在の50イン
チを有効に使っ
ていく。

・市会運営委員
会で議論いただ
ければいかが
か。議会予算に
かかわることで
あり，現在の予
算枠を前提に考
えるべき。

・本会議等での
プロジェクター利
用も検討すべき
で，必要と考え
る。ただし経費
等については，
事前に協議が必
要ではある。

・望ましい。 ・必要なし。 ・今後の検討課
題。

・特に必要を感
じない。

・現在ある壁面
ディスプレーで
の対応で可。

⑮対面型発
言席の設置

・一問一答の場
合，必要。

・費用がかかる
ため，次回の検
討課題とするた
め，今回は必要
なし。

・設置が望まし
いことではある
が，議会予算に
かかわることで
あり，他の改善
事項との比較の
上では，あまり
優先順位は高く
はないと考え
る。

・工夫して実施
すべきと考える
が，不自然な配
置とならないよう
な配慮が必要と
考える。

・発言席の位置
をはじめ，本会
議場，常任委員
会の座席のあり
方について見直
してはどうか。

・特に必要なし。 ・今後の検討課
題。

・現行どおりでよ
い。

現状のままで可
（不要と考え
る）。

⑯区政に対
する発言場
所の確保

・区単位の課題
も多いので，発
言場所があるこ
とが望ましいが
今のところ現状
のままでよい。

・一般質問など
で，区長を本会
議で呼び，質問
ができるため，
特に必要なし。

・区政といっても
市政の一部であ
り，あえて分ける
必要を感じな
い。

・常任委員会で
可能だと考え
る。必要に応じ
て，常任委員会
で集中審議した
り，問題によって
は特別委員会を
設置することも
可能ではない
か。恒常的に設
置する必要はな
いのではない
か。

・区政委員会又
は区政審議会等
を設置して正式
な場所で区政の
運営に関して行
政と区選出の議
会人が議論する
場があるべきで
はないか？

・特に必要なし。 ・区長と区議員
団との日常的な
意見交換の場を
設けるべき。

・区レベルで検
討し，必要なら
適切な協議の場
を設ければよ
い。

・当番区長が委
員会に出席して
おり，現状のま
まで可（市民
サービスの面か
らも，過大な拘
束は無用）。
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　検討項目についての考え方

その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

①事務局の
人事権

・現状のままで
よいが，誰が人
事権を持つべき
か，よく検討す
べき。

・現行通り。 ・制度的には現
在も議長に任命
権があるが，実
質は市長部局か
らの派遣であ
り，議会の自主
性を考える上で
は議会独自雇用
が将来的には望
ましい。ただし，
いっきに事務局
職員を入れ替え
ることは現実的
ではなく，法律
や公会計の専門
職などを雇用す
ることから検討
すべきと考え
る。ただしこれも
議会予算にかか
わるため，事務
局職員の定数や
職責を並行して
検討するなかで
研究していく。

・充実が必要。
特に法務関係の
充実は緊急課題
だと考える。

・将来的な課題
とする。

・議会側で人事
権を掌握するの
は，意見の統一
作業が必要とな
るため不可能で
は？

・２元代表制のも
とでは，議長に
属す方向性で検
討すべき。

・事務局の専門
性をさらに高め
ることは必要だ
が，人事につい
ては慎重な検討
を要する。「庁内
公募」を検討す
ることもひとつの
方法と考える。

・事務局職員の
専門性を持つ必
要から，在職年
数を延ばすなど
の必要はあると
考える。

２．　政策立案・提言
機能の充実

議員政策提案条例
の制定

優先検討項目

条例案の策定
体制，事務局の
専門性と体制
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑥議員の資
質向上（研
修会等の開
催）

・議会として力を
つけるために機
会を設けること
は必要。

・今後とも，積極
的に研修会等は
開催していく。

・議員個々の研
修は，従来通り
でよい。

・課題の設定，
講師の選定等に
ついて，各会派
で事前に協議す
ることが求めら
れるのではない
か。

・現状の取り組
みを一定評価し
ている。テーマ
によっては市民
の傍聴を認めて
はどうか。

・もちろんどんど
ん行うことができ
る体制作りを希
望する。

・積極的に研修
会など開催すべ
き。

・当然必要なこと
だが，会派なり，
委員会で検討す
ればよい。

・現在でも，大都
市委員会や議員
厚生会での研修
があるほか，
近でも，議連で
の研修などもあ
り，今後も，外部
団体主催の研修
会も含めて，積
極的に参加すれ
ばよいと考え
る。

⑦行政調査
（常任委員
会・特別委
員会）の在り
方

・現行のままで
よいと思う。

・内容等，見直し
は続けて適時検
討していく。

・これまでの調
査で特段不都
合，問題はな
い。

・どの自治体に
どういう目的で
視察するのかを
明確にする必要
がある。

・現在の委員長
報告のみなら
ず，出席議員に
もレポートを求
める，又は，事
後の委員会で神
戸市にどうフィー
ドバックするの
かを討議する場
造りが行なわれ
てもよいのでは
ないか？

・現状で了。 ・以前より改善さ
れてきており，現
状でよい。

・原則的に現行
どおりでよいと
思うが，あまり移
動せず，１か所
でじっくり調査し
たいときもある。

・実施回数が変
更（２回⇒１回）
されたが，さらに
充実させるべき
であると考える。

⑧政策討論
会・政策研
究会等（法
定外合議
体）の設置

・設置すべき。 ・必要なし。 ・既存の会議体
とは別に実施す
る必要性が不
明。

・必要ないと考
える。必要な議
論は市民に開か
れた議会で行う
べき。

・皆で学習・討論
することは大い
に賛成するとこ
ろである。ただし
党派を超えてど
のような事をどう
いう形で議論す
るのか？甚だ疑
問もある。

・必要だと思う。 ・テーマを設け
積極的に開催す
べき。テーマに
よっては市民や
外部識者を交え
ての開催も。

・必要に応じて
設置できるよう
に担保しておき
たい。

・検討すべき課
題はあるが，方
向性としては賛
同できる。

その他
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑨議会資
料・調査資
料の電子化
（キーワード
検索）

・電子化しておく
べき。

・現行通り。 ・予算にもかか
わるが整備する
ことが望ましい。

・積極的に導入
すべき。

・政策立案・提
言機能の充実の
ために必要不可
欠。

・必要だと思う。 ・進めるべき。 ・大いに進めて
いただきたい。

・必要と考える
が，費用対効果
の十分な検証が
必要である。

⑩海外視察
の中止

・世界の文化や
成功事例，経済
動向を視察し，
市政に活かすべ
き。

・中止する必要
なし。

・調査研究の一
環での海外調査
を認め，これま
での海外視察制
度は廃止する。

・海外に議員会
派が調査に行く
場合は，自費と
すべきであり中
止すべき。

・従来の海外視
察は中止し，約
2000万円の予
算を他の改革の
財源に回す。

・海外視察を特
に中止する必要
性は感じられな
い。

・政務調査費の
範囲内で行えば
よい。（議員派遣
によるものは廃
止）

・政務調査として
実施することで
いいと思う。

・制度としては残
した方がよい。
予算執行につい
て，具体的には
政務調査活動と
しての海外視察
との振り替えに
ついては，費用
対効果の観点か
ら決定すべきで
ある。

⑪市会業務
職員配置基
準の見直し

・政務調査員と
同じ配置基準に
見直すべきであ
る。

・業務職員の配
置基準の見直し
は，政務調査員
と同様の基準に
変更とする。5名
につき1名とし
て，5名刻みで1
名づつ追加。

・政務調査費の
性質上，人件費
が大半を占める
ことは望ましくな
い。ただ，議会
活動の活性化の
ため，柔軟に考
えてよいのでは
ないか。

・各会派の自主
性に任せるべき
だと考える。

・政務調査員配
置基準と同様に
見直す。

・現状で了。 ・業務内容を検
証した上で，見
直しの必要性が
あれば，議会と
して基準を策定
し，市長に申し
入れる。

・職員削減を進
める中で，全体
とのバランスも
あり，さらに慎重
な検討が必要。

・政務調査員の
配置基準で述べ
たとおり，議員１
～４人の会派に
１人，５～９人は
２人，10～14人
は３人，15人以
上は４人にすべ
きと考える。
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　検討項目についての考え方

その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

①託児所の
設置

・現状必要なし。 ・必要なし。 ・そもそも，休
日・夜間の議会
開催は，すでに
実施した議会の
状況を見ても，
費用対効果の観
点から望ましく
はない。特段の
事情がある場合
は，現在も開催
可能であり，ま
たその際，議会
として託児所ま
で設けることは
現実的ではな
い。

・必要。 ・休日・夜間議
会が実施されて
からの課題とす
る。

・予算にもよるが
必要では？

・休日・夜間議
会が開催される
場合は，設置す
べき。

・休日・夜間議
会は担保してほ
しいが，託児所
は将来的課題。

・休日・夜間議
会の開催も否定
的であることか
ら，不要と考え
る。

③請願・陳
情　口頭陳
述方法（資
料等での掲
示説明の承
認）

・現状でよい。 ・同趣旨の場合
は，口頭陳述を
まとめる必要あ
り。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり(平成21年
9月7日）。
⇒口頭陳述制度
のない議会が多
い中でこれを認
めていること，請
願・陳情は提出
された書面に基
づく審査が基本
であることから，
資料等の掲示を
認める必要性は
ない。

・必要。 ・資料等での掲
示説明は望まし
い。

・承認するべき。 ・口頭陳述者が
希望すれば承認
すべき。

・過去にも大きな
地図などを提示
しながら口頭陳
述されたケース
がある。臨機応
変でいいと思う。

・書面審査と口
頭陳述で十分と
考える。なお，意
見書を関係行政
庁等に提出する
が，どのように
対応されたのか
報告や回答がな
いのが現状であ
り，誠実な処理
を求めるなど
の，議会として
問題提起すべき
である。

優先検討項目

休日・夜間議会

３．　市民参加の積極
的な促進

請願・陳情の在り
方
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

④請願・陳
情　審議未
了の本会議
での経過報
告

・現状でよい。 ・現行通り，必要
なし。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり(平成21年
9月7日）。
⇒委員会におい
て結果が見出せ
ず，審査未了と
なった請願につ
いては，会議規
則により委員長
は議長に対して
審査結果報告が
できず，したがっ
て，本会議の議
題にはならず，
委員長報告の対
象にもならない
のが制度であ
る。
　そこで，代替措
置として，審議
未了となる請願
については，市
会運営委員会で
その旨を知らせ
るとともに，請願
者本人等にもそ
の旨を通知して
いる。

・必要。本会議
に上程されたも
のは本会議で意
見を決すべき。

・常任委員長が
委員会報告の中
での報告を行っ
てはどうか。

・経過報告が必
要。

・請願は委員会
に付託した以
上，本会議で経
過報告はすべ
き。

・本会議で報告
があるほうが望
ましい。

・議運で議論済
み。議運でその
旨を知らせてい
るし，請願者本
人等にも通知し
ている。
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑤請願・陳
情　担当部
局がない場
合の意見決
定の前倒し

・現状のままで
よい。

・現行通り，必要
なし。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり(平成21年
9月7日）。
⇒委員会におい
ては，本会議か
ら付託された議
案の審査を 優
先させるべきで
あり，また，特定
の請願・陳情を
特別扱いするこ
とは適当でない
ことから，現行ど
おりでよい。

・必要。ただし，
陳情・請願につ
いては極力当局
が対応するこ
と。

・望ましい。 ・了とする。 ・前倒しの方向
で検討。

・現行どおりでよ
いと思う。

・議運で議論済
み。本会議から
付託された議案
の審査が 優先
で，特定の請
願・陳情を特別
扱いするのは適
当でない。また，
前倒しすればそ
の分担当局の審
査が遅れ，市民
サービス上，望
ましくない。

⑧傍聴　傍
聴者配布資
料の改善

・現状のままで
よい。

・現行通り，必要
なし。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり(平成21年
9月7日）。
⇒傍聴者には議
事日程や協議事
項（委員会議事
日程）を配布し
ているほか，会
議資料について
も，傍聴受付開
始時刻以降，市
会図書室で閲覧
でき，また，希望
者は一時貸し出
しの上，コピーも
可能であること
から，現行どお
りでよい。

・必要。少なくと
も議員配布資料
は配布するこ
と。

・資料配布場所
を改善し，資料
をPDFファイルに
して，事前に市
会のホームペー
ジにアップする。

・現状で了。 ・基本的には議
員配付資料と同
じものを傍聴者
にも配布すべ
き。

・議員と同じ資
料を配布するこ
とが望ましい。

・現状で問題は
ないと考える。

傍聴の在り方
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑩議会の広
報・広聴の
活性化（市
会だよりの
議員も入っ
た編集体制
等）

・取り入れるべ
き。ただし，政局
がらみにならな
いよう公平公正
に。

・今まで通り議
運及び議運理事
会で議論すべ
き。

・議員が入った
編集委員会を設
けることも一案。

・必要。 ・広聴と広報を
検討するために
広聴広報検討委
員会などを設置
しあり方を議論
する場があるべ
きだと考える。

・必要ない。 ・議員も編集体
制に加えるべ
き。広報はテレ
ビ，ラジオ等の
媒体も活用の検
討を。

・議員が編集委
員になることは
党派性などの問
題もあり，さらに
検討する必要あ
り。

・議員の意見を
取り入れた内容
に改善されたと
ころであり，当面
はこのやり方で
よいと考える。

⑪市会施設
を活用した
講演会，討
論会などの
催事

・必要ない。 ・現行通り，必要
なし。

・市会施設は市
民の財産であ
り，議会の運営
に支障をきたさ
ないことを前提
に，講演会，討
論会など広く市
民に開かれた運
営を行うことに
問題はない。

・必要な催事の
ものもあるが，
議会で議論すべ
きものは議会で
議論すべき。

・使用していない
期間，時間帯に
有効活用すべ
き。

・出来るなら，了
とする。

・積極的に開催
すべき。

・大いに活用し
ていただきた
い。

・議会としての催
事の開催は，こ
れまでも例があ
り，今後も必要
に応じて行えば
よい。

その他
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑫ケーブル
テレビによる
中継若しくは
録画放映
（本会議及
び全委員
会）

・これも見る人が
限られて，パ
フォーマンス優
先になるかもし
れない。費用対
効果でネット中
継の方に力を入
れた方がよい。

・議会側からの
依頼では，費用
が高額なため非
現実的である。
取材という形で，
無料で中継して
もらえるよう努め
ていくこと。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり（平成21年
9月7日）でよいと
考えるが・・・。
⇒ケーブルテレ
ビによる中継に
ついては，既に
本会議の代表質
疑（質問）をイン
ターネット録画
放映しているこ
ともあり，その必
要性はないが，
ケーブルテレビ
会社から申し出
があれば検討し
ていけばよい。

・市会運営委員
会で議論いただ
ければいかが
か。議会予算に
かかわることで
あり，現在の予
算枠を前提に考
えるべき。

・必要。 ・費用のかさむ
ケーブルテレビ
ではなく，イン
ターネットを活用
すべき。

・必要なし。 ・導入の方向で
検討すべき。

・オンデマンドの
観点から「ネット
中継・録画」が
望ましい。ただ
定期的な「議会
報告会」が当面
無理なら，委員
会活動報告のよ
うな形でＣＡＴＶ
を利用するのも
いいと考える。

・インターネット
中継で可。

⑭議事録の
早期掲載
（60日以内）

・なるべく早期掲
載を希望する。

・なるべく早期の
掲載を望む。

・市会運営委員
会の検討結果の
とおり(平成23年
3月11日）。
⇒議事録の会議
録検索システム
登載までの期間
短縮に努める。

・必要。 ・ 低６０日以内
の掲載を望む。
但し，更なる追
加費用をかける
ことを望まない。

・出来るだけ早
く。

・導入の方向で
検討すべき。

・早期掲載を希
望する。

・現在も，60日以
内の調製努力義
務があると認識
しており，努力
はしてもらいた
い。
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑮議会情報
（議案の賛
否等）の開
示・共有

・現状のままで
よい。

・ホームページ
上で公開されて
おり，必要なし。

・当然行うべき。 ・必要。予算・決
算議案にとどま
らず，全議案，
陳情・請願など
すべての賛否を
開示すべき。

・望ましい。 ・了とする。 ・議案の賛否に
ついてはすべて
の議案に対し賛
否を開示すべ
き。請願・陳情
の賛否について
も同様。

・可能な限り，積
極的に開示すべ
き。

・現在でも，会派
ごとの賛否一覧
を一定公開して
いるが，議員ご
との公開には整
理すべき事項が
ある。

⑯電子投票
制度の導入

・将来導入され
ると考えるので，
時期と費用を試
算し，タイミング
良く導入すべ
き。

・選挙制度に関
することであり，
今回の検討外。

・議会予算との
関係で検討すべ
きと思うが，費用
対効果の観点か
らは，積極的に
はなれない。

・現行で良いと
考える。

・導入検討には
賛成するが個人
認証ID制度，共
通番号制度の導
入が前提となる
ため，現状では
時期尚早と考え
る。

・必要なし。 ・将来の研究・
検討課題。

・将来的には望
ましいが，本市
だけが先行する
ようなシステム
開発は難しい。

・将来的な検討
課題と考える。
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　検討項目についての考え方

その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

その他 ③免責条項

・地方議員に
は，不逮捕特権
や免責特権がな
く議員免責事項
の取り扱いは，
現状のままでよ
い。

・制度が違うた
め必要なし。

・議会における
演説，討論，採
決については，
国会議員同様，
議会外で責任を
問われないとす
る免責は必要。
インターネット中
継など編集なし
で議会の模様を
流そうとするな
ら，免責なしで
は自由な討論の
阻害要因とな
る。某行政法学
者に議会におけ
る討論，採決に
対し賠償請求す
ると恫喝された
事実もあり，議
会活動の自由保
障上必要。

・必要。 ・特に必要性が
あるとは考えな
い。

・特に意見はな
い。

・法改正を伴う
ので，将来的な
研究・検討課
題。

・本市会だけで
の検討は難し
い。

・議長・委員長
の議事整理権に
服するものであ
り，不要と考え
る。

優先検討項目

地方議員の身分に
ついて（制度上の
位置づけの明確
化）

４．　議会及び議員活
動の在り方等

公選職としての
身分保障と健
全性確保
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

④出張時の
グリーン車
の廃止

・現状のままで
よい。

・現行通り。 ・廃止してかま
わない。

・当然だと考え
る。

・財政が逼迫す
る中，必要だと
考える。

・廃止する必要
性なし。

・廃止すべき。 ・原則廃止でも
いいが，指定席
が満席でチケッ
ト手配が難しい
ときなどケース
バイケースで判
断すればいい。

・車中において
も仕事をしてお
り，現状どおりが
望ましい。

⑤海外交流
窓口につい
て（議会とし
ての交流拡
大やＰＲ活
動）

・国際都市神戸
として交流は歓
迎であり知識の
拡大につなが
る。

・検討の方向。 ・現在海外諸都
市との議員連盟
がその役割を果
たしているが，
単なる親善友好
から，相互に観
光や産業交流な
ど具体のテー
マ，目的に沿っ
た神戸市会とし
ての活動計画な
ども検討すべき
ではないかと考
える。

・必要ないと考
える。

・政務調査の枠
内で活動するの
であれば各会
派 ， 各 議 員 に
とっても何ら問
題ないとは考え
るが，新たな予
算をつけて拡大
するものではな
いと考える。

・現状程度でよ
いのでは？

・設けるべき。 ・本市の姉妹都
市提携の活性化
とともに，それに
リンクした議会
交流が広がれば
よい。

・方向性として反
対はないが，現
在においても，
正副議長が議会
を代表しての交
流や，議員連盟
でも交流をして
いる。

その他

その他
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑥議会棟内
（議員食堂
等）スペース
の各会派へ
の再配分

・配分は不要。
現状のままでよ
い。

・再配分を検討
すべき。

・交渉会派世話
人会の検討結果
のとおり（平成23
年6月13日）でよ
いと考える
が・・・。
⇒共用の「29階
会議室」とし，市
会事務局庶務課
（守衛室）が使
用簿及び鍵の管
理を行う。
使用方法は，議
員談話室に準
じ，会派内の会
議や議員と来庁
者との面会等の
ための使用とす
る。ただし，面会
者も含めて飲食
を可とする。

・市会運営委員
会で議論頂くべ
き内容かと考え
る。

・必要。 ・費用が新たに
発生しない範囲
で再配分できる
のであればすべ
き。

・必要なし。 ・進めるべき。 ・少数会派として
は，そう不便を
感じていない。

・議員食堂跡に
ついては，会議
室として使用さ
れるようになって
おり，現状で可。

⑦投票日と
任期開始日
とのずれの
是正

・法改正を国に
働きかけ，是正
すべき。（東日本
大震災の自治体
選挙も同様）

・ずれは是正す
べき。　全国レベ
ルで統一地方選
挙の日程の再構
築協議を提議し
ては。

・議員共済年金
制度が廃止にな
り，直接的な問
題はなくなった
が，是正する方
法については，
慎重に検討すべ
き。

・是正すべき。 ・是正すべきと
考える。任期終
了前に辞職する
などの方針を決
める。

・できれば是正
する。

・自治法改正も
絡むので，将来
的な検討課題。

・「言うは易く，行
うは難し」の典
型。投票日を６
月にするか，投
票日に合わせて
議会解散するか
であるが，県議
会などと足並み
を合わせること
も必要。

・ずれの是正は
望ましいが，他
都市と歩調を合
わせる必要があ
ると考える。
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その他検討項目 民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本優先検討項目

⑨コスト削
減・費用対
効果の視点

・コスト削減をす
ることにより，議
会活動の停滞に
陥ることのない
よう議論する必
要がある。

・無駄使いは見
直す。

・当然必要。 ・必要。 ・実際の取り組
みによる効果を
数値化し，公
表，共有しては
どうか。

・コスト削減しな
ければならない
が，必要な物は
必要。

・議会機能が損
なわれない範囲
で，コスト削減や
費用対効果の検
証は必要。

・むだをなくすこ
とは当然だが，
執行機関と違
い，議会のコスト
削減や費用対効
果が本当に民主
主義を発展させ
ることに寄与す
るかどうか，いさ
さか疑問であ
る。徹底するな
ら「１元代表制」
が効果的である
ことはいうまでも
ないが，地方自
治法は，より時
間とコストがか
かる「２元代表
制」を採用してい
る。

・議会の機能に
ついて適用すべ
き視点ではない
と考えるが，
ペーパレス化な
ど個別具体的な
取り組みはすべ
きである。

⑩ＩＴ化の促
進，ＩＣＴの利
活用

・積極的にペー
パーレス化を進
めていくべき。

　
・現状の動きを
加速させていく。

・原則積極的に
促進すべきと考
えるが，情報リ
テラシーの問題
もあり慎重に。

・必要。ただし，
費用対効果を検
証の上，導入す
べきものは事前
に精査する。

・市長部局を巻
き込み，ペー
パーレス化に目
標値を設定して
取り組んではど
うか。

・促進して欲し
い。

・可能なところか
ら進めていくべ
き。

・できうる限り，
積極的に促進す
ることが時代
ニーズに合って
いる。

・反対ではない
が，費用対効果
や他の課題との
バランスを考慮
すべきである。
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